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議案第66号 

   令和７年度東浦町一般会計補正予算（第７号） 

 令和７年度東浦町の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる｡ 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ233,349千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ21,075,635千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

令和７年12月 22日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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第　 出

3,349 1,264

予

,608

算

国庫補助金

補

歳　　 入 　　

正

合　 　計 20,842,286 233,349 21,075,635

１

１　歳　入 （単

　

位：千円）

款 項 補正前

表

の額 補　正　額 計

15

　

3,099,946 2

　

33,349 3,33

歳

3,295

入

国庫支出金
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歳

児童福祉費

 

　

4 1,576,873

出

63,000 1,63

（

9,873

単

衛生費

 3 0 63

位

,000 63,000
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上水道費

千

歳　　
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 出 　　合　 　計

）

20,842,286

款

233,349 21,
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075,635
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 3 8,241,305 170,349 8,411,654民生費

 2 4,143,66

２

4 170,349 4,

　

314,013
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(単位：千円)

４ 衛 生 費
物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援
（ 水 道 料 金 減 免 ） 事 業

63,000

２　児童福祉費

３　上水道費  

３ 民 生 費 1,011
物 価 高 対 応 子 育 て
応 援 手 当 支 給 事 業

第 ２ 表    繰 越 明 許 費 補 正

事　　　業　　　名 金　額款 項
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議案第67号 

令和７年度東浦町水道事業会計補正予算（第３号） 

（総則） 

第１条 令和７年度東浦町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度東浦町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入額を次のとおり補

正する。 

（科目）    （既決予定額）  （補正予定額）      （計） 

収    入 

 第１款 水道事業収益 1,001,690千円       31,691千円    1,033,381千円 

  第１項 営業収益   789,852千円    △31,309千円     758,543千円 

  第２項 営業外収益  211,835千円      63,000千円     274,835千円 

  令和７年12月22日提出 

 東浦町長 日  髙  輝  夫    

7


